
離婚・ひとり親

インフォメーション
ファイル

このファイルは、離婚をお考えの方やひとり親の方の抱えておられる不安が

少しでも軽減されますよう、大切な情報を簡潔に整理したものです。

富山市こども福祉課

2026.6

各種制度や準備について

54 各種無料相談窓口主な手続き（離婚・配偶者死亡・未婚出産）
時間等は変更となる可能性があります。詳しくは各施設等のＷＥＢサイト等をご覧く
ださい。法律相談など一部の相談には時間制限がありますので、事実や自身の意向
などについて事前にメモなどに整理して持参されることをお勧めしています。

離婚、配偶者の死亡、婚姻によらない出産に関連する、それぞれの代表的な手続
きについてまとめています。
※人によって必要な手続きが異なります。また、順番が前後することがあります。
※手続きの詳細については、担当窓口・機関にご確認ください。 法律相談

項目名 担当・組織 電話番号 予約 時間（平日） 備考

１ 弁護士法律相談
（夫婦・男女関連）

富山市男女共同参画推進
センター 433-1760 要予約 ― 月１回（日程は市ホームページ

（No.1005055）に掲載）

２ 弁護士相談
（ひとり親家庭）

富山県富山市母子家庭等
就業・自立支援センター 432-4210 要予約 ― 毎月第３土曜日

10:30～12:00

３ 弁護士法律相談
（家事事件） 富山県弁護士会事務局 421-4811 要予約 ― 週１回

４ 弁護士法律相談
（一般） 市民協働相談課（富山市） 443-2045 要予約 ― 月数回（日程は市ホームペー

ジ（No.1012160）に掲載）

５ 法テラス富山 法テラス
（日本司法支援センター） 0570-078-351 要予約 9:00-17:00 WEBからの予約も可

公証人相談
項目名 担当・組織 電話番号 予約 時間（平日） 備考

6 公証相談（公正証書作成等
に関する相談） 市民協働相談課（富山市） 443-2045 要予約 ―

毎月第３金曜日
（日程は市ホームページ
（No.1012160）に掲載）

養育費
項目名 担当・組織 電話番号 予約 時間（平日） 備考

7 養育費や親子交流に関する
相談

養育費・親子交流相談支援
センター（こども家庭庁委
託事業）

0120-965-419
03-3980-4108

― 10:00-20:00
（水曜日以外）

水 曜日 12:00～22:00
土・祝日 10:00～18:00

夫婦・男女
項目名 担当・組織 電話番号 予約 時間（平日） 備考

8 女性臨床心理士による夫婦・
男女に関する悩み相談

富山市男女共同参画推進
センター 433-1760 要予約 ― 月１回（日程は市ホームページ

（No.1005055）に掲載）

9 ＤＶ相談（配偶者・パートナー
からの暴力）

富山市男女共同参画推進
センター 433-2210 要予約

（来所時） 10:00-18:15 受付時間は10:00～17:30

10 各種女性相談
（女性相談支援員） こども福祉課（富山市） 443-2055 ― 8:30-17:15

11 女性相談（電話・来所）
（女性相談支援員）

富山県女性相談支援センター
（配偶者暴力相談支援センター） 465-6722 要予約

（来所時） 8:30-17:15 ただし、ＤＶ電話相談の時間
は毎日8:30～22:00

12 家庭児童相談 こども健康課（富山市） 443-2038 ― 8:30-17:15

13 男女関係等の悩み相談 富山県民共生センター
サンフォルテ 432-6611 特別相談(※)

は要予約
9:00-16:00

（火曜日～土曜日）

※弁護士や臨床心理士による相
談や男性相談員による男性相談
は事前予約が必要

ひとり親
項目名 担当・組織 電話番号 予約 時間（平日） 備考

14 ひとり親各種相談
（ひとり親アテンダント） こども福祉課（富山市） 443-2055 ― 8:30-17:15

15 自立支援相談
（母子・父子自立支援員） こども福祉課（富山市） 443-2055 ― 8:30-17:15

仕事
項目名 担当・組織 電話番号 予約 時間（平日） 備考

16 職業相談・職業紹介・
資格取得など

富山県富山市母子家庭等
就業・自立支援センター 432-4210 ― 9:00-16:30

17 職業相談・職業紹介
（職業相談第２コーナー）

ハローワーク富山（富山公
共職業安定所） 431-9966 ― 8:30-17:15

18 職業相談・職業紹介
（マザーズコーナー）

ハローワーク富山（富山公
共職業安定所） 461-8617 ― 9:00-17:15

※富山市内の市外局番（076）は省略してあります。　※令和８年4月現在の内容です。

離婚
（婚姻の解消）

取り決め事項の協議

離婚届 死亡届 出生届

認知届

子の氏の変更許可申立

公正証書の作成
未婚であっても

取り決めを行うことが
できます

離婚の流れと
取り決め事項の

ページをご参照ください

子どもを自分の戸籍に
入れたい場合

転居

子の入籍届

調停の申立

住民異動届
（住所・世帯・世帯主変更）

年金分割の手続き 遺族年金の手続き

保育所等の入所・世帯変更の手続き（未就学児）

子どもの転校の手続き（小・中・高校）

 児童手当の手続き（受給者変更等） ※18歳以下の子ども

 児童扶養手当の手続き ※18歳以下の子ども

 ひとり親家庭等医療費助成の手続き ※18歳以下の子ども

運転免許証の記載事項変更

金融機関の通帳の名義変更

クレジットカード等の名義変更

国民年金の加入・変更

国民健康保険の加入・変更

健康保険（国民健康保険以外）の加入・変更（子の扶養など）

配偶者の死亡 婚姻によらない
出産（未婚出産）

離婚前

戸籍・
住所

年金・
健康保険

日常生活

学校等
関連

支援制度
関連

その他

市民課
戸籍について
☎ 443-2075
住所について
☎ 443-2050

富山公証人
合同役場
☎ 442-2700

（公正証書の作成の際は、
合意内容を予めまとめて
おく必要があります。）

富山家庭裁判所
☎ 421-8154

年金事務所等
（年金の種類によって異
なります。ご加入の年金
をご確認ください）

保険年金課
☎ 443-2065

こども保育課
☎ 443-2165

こども福祉課
☎ 443-2055

富山市役所

手続きの担当（色別）

※富山市内の市外局番（076）は
省略してあります。

1

現在通っている学校へ
お尋ねください。

このファイル全体に関するお問い合わせ

富山市こども福祉課
TEL. 076‐443‐2055



私的書面の作成
合意内容を書面でまとめます。

家庭裁判所の調停
離婚協議が成立しないときは、家庭裁判所に調停を申し立てます。離
婚調停の中で、財産分与、慰謝料、親権者に併せて、養育費・親子交
流の取り決めをします。
調停の申し立てについては、裁判所ウェブサイトを参照してください。

公正証書の作成
公証人役場で公正証書（強制執行認諾条項付）を作成します。合意内
容を予めまとめておく必要があります。

裁判による判決
調停でも離婚が成立しない場合は、離婚訴訟を提起できます。
裁判により、離婚、財産分与、慰謝料、親権者に併せて養育費、親子
交流の決定をします。

1 2

3

離婚の流れと取り決め事項 養育費・親子交流について

富山市のひとり親支援

　離婚に関連する夫婦間の取り決めや手続きは複雑かつ多岐にわたります。ここ
では主な取り決め事項と離婚までの大まかな流れについてご紹介します。

　養育費と親子交流は子どもの健やかな成長を支える車の両輪と言われています。
子どものことを第一に考えて誠実に話し合い、後からトラブルを避けるためにも合意
内容について文書（債務名義）を作成しましょう。

富山市では、国の制度である児童扶養手当などのほか独自のひとり親家庭の支援事業
を実施しています。詳細は、「ぷちっとギュッとガイド」やＷＥＢサイト「育さぽとやま」
をご覧ください。 （※）「ぷちっとギュッとガイド」はこども福祉課や各行政サービスセンターでも配布しています。

● 児童扶養手当
● ひとり親家庭等医療費助成
● 自立支援（資格取得の支援など）
● 子どもの学費支援（奨学金給付など）
● 母子父子寡婦福祉資金貸付
● 学習支援事業　など

・親権　※離婚届に記載が必要。
・お子さんの養育費（金額、支払方法、期間など）
・お子さんとの親子交流（頻度、場所、時間など）
・財産分与（土地建物、預貯金、生命保険、車など）
・年金分割
・別居期間中の生活費
・慰謝料

次ページを
ご覧ください

取り決め事項（主なもの）

離婚の流れと作成する文書について
　離婚は、取り決め事項の協議状況によって、主に（1）協議離婚、（2）調停離婚、（3）裁判離婚に区別され、取り決め
事項を記した文書はその区分によって異なります（①～④）。文書は離婚後に作成することも可能ですが、なるべく離婚
時に協議し、「債務名義」（※）を作成することをお勧めします。
（※）債務名義とは強制執行のために必要な文書です。次ページ「◎養育費の確保について」をご覧ください。
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① 離婚協議書など
（債務名義でない）

③ 調停調書

② 公正証書
（強制執行認諾条項付）

④ 確定判決

協
議
成
立

協
議
不
成
立

［参考］養育費・親子交流相談支援センターパンフレット「養育費・親子交流」

債務名義

債務名義

債務名義

費用：数万円（弁護士費用を含まない場合）

費用：数千円～数万円（弁護士費用を含まない場合）

費用：数千円（弁護士費用を含まない場合）

養育費・親子交流相談支援センター（こども家庭庁委託事業）の WEB サイトに、
養育費や親子交流に関する様々な情報が掲載されています。（「養育費・親子交流相談支援センター」で検索）

養育費の確保について

富山市では養育費に関する公正証書などの債務名義作成の補助（最大３万円）を行っています。
詳細は、下記のＷＥＢサイトやチラシをご覧ください。！

養育費
養育費は子どもの監護や教育のために必要な費用です。親権者で
なくなったとしても、また、離婚原因に関係なく、親であれば支
払う義務があります。養育費の額は両親の合意により決まります
が、目安として「養育費算定表」が裁判所から公表されています。
〈取り決めの例〉
・ 子が 20 歳になるまで毎月X日に XX 口座に X 万円振り込む。
・ 大学等へ進学の際の負担については改めて協議する。　など

親子交流
親子交流とは、子どもと離れて暮らす父母が子ど
もと定期的、継続的に交流することです。親だけ
でなく子どもにとって最も良い親子交流のために、
両親の協力は不可欠です。
〈取り決めの例〉
・ 毎月 X 回、XX に迎えに行きX 時間面会する。　

など

ぷちっとギュッと
ガイド

育さぽとやま
（ひとり親家庭支援）

MEMO

※令和６年５月に成立した民法等の一部を改正する法律において親権や養育費、親子交流等に関する規定が見直されました。
　詳細は法務省HPをご確認ください。（この法律は令和８年４月１日に施行されました。）

法務省 HP

　民法改正により、養育費債権に「先取特権」と呼ばれる優先権が付与され、債務名義がなくても、養育費の取り決めの際に父母間
で作成した文書に基づいて、差し押さえの手続き申し立てることができるようになりました。（子一人当たり月額８万円の範囲内です。）
　また、離婚時に養育費の取り決めをしていなくても暫定的な養育費（子一人当たり月額２万円）を請求することができる制度が新設
されました。この暫定的な養育費の支払いがされない時は、差し押さえの手続きを申し立てることができます。（ただし、施行後発生
したものに適用されます。）
※この新設された制度は、令和８年４月１日以降に成立した離婚に適用されます。あくまでも養育費の取り決めをするまでの暫定的・補充的なものです。
こどもの健やかな成長を支えるためには、父母の協議や家庭裁判所の手続きにより、各自の収入などを踏まえた適正な額の養育費の取り決めをし
ていただくことが重要です。
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払う義務があります。養育費の額は両親の合意により決まります
が、目安として「養育費算定表」が裁判所から公表されています。
〈取り決めの例〉
・ 子が 20 歳になるまで毎月X日に XX 口座に X 万円振り込む。
・ 大学等へ進学の際の負担については改めて協議する。　など

親子交流
親子交流とは、子どもと離れて暮らす父母が子ど
もと定期的、継続的に交流することです。親だけ
でなく子どもにとって最も良い親子交流のために、
両親の協力は不可欠です。
〈取り決めの例〉
・ 毎月 X 回、XX に迎えに行きX 時間面会する。　

など

ぷちっとギュッと
ガイド

育さぽとやま
（ひとり親家庭支援）

MEMO

※令和６年５月に成立した民法等の一部を改正する法律において親権や養育費、親子交流等に関する規定が見直されました。
　詳細は法務省HPをご確認ください。（この法律は令和８年４月１日に施行されました。）

法務省 HP

　民法改正により、養育費債権に「先取特権」と呼ばれる優先権が付与され、債務名義がなくても、養育費の取り決めの際に父母間
で作成した文書に基づいて、差し押さえの手続き申し立てることができるようになりました。（子一人当たり月額８万円の範囲内です。）
　また、離婚時に養育費の取り決めをしていなくても暫定的な養育費（子一人当たり月額２万円）を請求することができる制度が新設
されました。この暫定的な養育費の支払いがされない時は、差し押さえの手続きを申し立てることができます。（ただし、施行後発生
したものに適用されます。）
※この新設された制度は、令和８年４月１日以降に成立した離婚に適用されます。あくまでも養育費の取り決めをするまでの暫定的・補充的なものです。
こどもの健やかな成長を支えるためには、父母の協議や家庭裁判所の手続きにより、各自の収入などを踏まえた適正な額の養育費の取り決めをし
ていただくことが重要です。



離婚・ひとり親

インフォメーション
ファイル

このファイルは、離婚をお考えの方やひとり親の方の抱えておられる不安が

少しでも軽減されますよう、大切な情報を簡潔に整理したものです。

富山市こども福祉課

2026.6

各種制度や準備について

54 各種無料相談窓口主な手続き（離婚・配偶者死亡・未婚出産）
時間等は変更となる可能性があります。詳しくは各施設等のＷＥＢサイト等をご覧く
ださい。法律相談など一部の相談には時間制限がありますので、事実や自身の意向
などについて事前にメモなどに整理して持参されることをお勧めしています。

離婚、配偶者の死亡、婚姻によらない出産に関連する、それぞれの代表的な手続
きについてまとめています。
※人によって必要な手続きが異なります。また、順番が前後することがあります。
※手続きの詳細については、担当窓口・機関にご確認ください。 法律相談

項目名 担当・組織 電話番号 予約 時間（平日） 備考

１ 弁護士法律相談
（夫婦・男女関連）

富山市男女共同参画推進
センター 433-1760 要予約 ― 月１回（日程は市ホームページ

（No.1005055）に掲載）

２ 弁護士相談
（ひとり親家庭）

富山県富山市母子家庭等
就業・自立支援センター 432-4210 要予約 ― 毎月第３土曜日

10:30～12:00

３ 弁護士法律相談
（家事事件） 富山県弁護士会事務局 421-4811 要予約 ― 週１回

４ 弁護士法律相談
（一般） 市民協働相談課（富山市） 443-2045 要予約 ― 月数回（日程は市ホームペー

ジ（No.1012160）に掲載）

５ 法テラス富山 法テラス
（日本司法支援センター） 0570-078-351 要予約 9:00-17:00 WEBからの予約も可

公証人相談
項目名 担当・組織 電話番号 予約 時間（平日） 備考

6 公証相談（公正証書作成等
に関する相談） 市民協働相談課（富山市） 443-2045 要予約 ―

毎月第３金曜日
（日程は市ホームページ
（No.1012160）に掲載）

養育費
項目名 担当・組織 電話番号 予約 時間（平日） 備考

7 養育費や親子交流に関する
相談

養育費・親子交流相談支援
センター（こども家庭庁委
託事業）

0120-965-419
03-3980-4108

― 10:00-20:00
（水曜日以外）

水 曜日 12:00～22:00
土・祝日 10:00～18:00

夫婦・男女
項目名 担当・組織 電話番号 予約 時間（平日） 備考

8 女性臨床心理士による夫婦・
男女に関する悩み相談

富山市男女共同参画推進
センター 433-1760 要予約 ― 月１回（日程は市ホームページ

（No.1005055）に掲載）

9 ＤＶ相談（配偶者・パートナー
からの暴力）

富山市男女共同参画推進
センター 433-2210 要予約

（来所時） 10:00-18:15 受付時間は10:00～17:30

10 各種女性相談
（女性相談支援員） こども福祉課（富山市） 443-2055 ― 8:30-17:15

11 女性相談（電話・来所）
（女性相談支援員）

富山県女性相談支援センター
（配偶者暴力相談支援センター） 465-6722 要予約

（来所時） 8:30-17:15 ただし、ＤＶ電話相談の時間
は毎日8:30～22:00

12 家庭児童相談 こども健康課（富山市） 443-2038 ― 8:30-17:15

13 男女関係等の悩み相談 富山県民共生センター
サンフォルテ 432-6611 特別相談(※)

は要予約
9:00-16:00

（火曜日～土曜日）

※弁護士や臨床心理士による相
談や男性相談員による男性相談
は事前予約が必要

ひとり親
項目名 担当・組織 電話番号 予約 時間（平日） 備考

14 ひとり親各種相談
（ひとり親アテンダント） こども福祉課（富山市） 443-2055 ― 8:30-17:15

15 自立支援相談
（母子・父子自立支援員） こども福祉課（富山市） 443-2055 ― 8:30-17:15

仕事
項目名 担当・組織 電話番号 予約 時間（平日） 備考

16 職業相談・職業紹介・
資格取得など

富山県富山市母子家庭等
就業・自立支援センター 432-4210 ― 9:00-16:30

17 職業相談・職業紹介
（職業相談第２コーナー）

ハローワーク富山（富山公
共職業安定所） 431-9966 ― 8:30-17:15

18 職業相談・職業紹介
（マザーズコーナー）

ハローワーク富山（富山公
共職業安定所） 461-8617 ― 9:00-17:15

※富山市内の市外局番（076）は省略してあります。　※令和８年4月現在の内容です。

離婚
（婚姻の解消）

取り決め事項の協議

離婚届 死亡届 出生届

認知届

子の氏の変更許可申立

公正証書の作成
未婚であっても

取り決めを行うことが
できます

離婚の流れと
取り決め事項の

ページをご参照ください

子どもを自分の戸籍に
入れたい場合

転居

子の入籍届

調停の申立

住民異動届
（住所・世帯・世帯主変更）

年金分割の手続き 遺族年金の手続き

保育所等の入所・世帯変更の手続き（未就学児）

子どもの転校の手続き（小・中・高校）

 児童手当の手続き（受給者変更等） ※18歳以下の子ども

 児童扶養手当の手続き ※18歳以下の子ども

 ひとり親家庭等医療費助成の手続き ※18歳以下の子ども

運転免許証の記載事項変更

金融機関の通帳の名義変更

クレジットカード等の名義変更

国民年金の加入・変更

国民健康保険の加入・変更

健康保険（国民健康保険以外）の加入・変更（子の扶養など）

配偶者の死亡 婚姻によらない
出産（未婚出産）

離婚前

戸籍・
住所

年金・
健康保険

日常生活

学校等
関連

支援制度
関連

その他

市民課
戸籍について
☎ 443-2075
住所について
☎ 443-2050

富山公証人
合同役場
☎ 442-2700

（公正証書の作成の際は、
合意内容を予めまとめて
おく必要があります。）

富山家庭裁判所
☎ 421-8154

年金事務所等
（年金の種類によって異
なります。ご加入の年金
をご確認ください）

保険年金課
☎ 443-2065

こども保育課
☎ 443-2165

こども福祉課
☎ 443-2055

富山市役所

手続きの担当（色別）

※富山市内の市外局番（076）は
省略してあります。

1

現在通っている学校へ
お尋ねください。

このファイル全体に関するお問い合わせ

富山市こども福祉課
TEL. 076‐443‐2055



離婚・ひとり親

インフォメーション
ファイル

このファイルは、離婚をお考えの方やひとり親の方の抱えておられる不安が

少しでも軽減されますよう、大切な情報を簡潔に整理したものです。

富山市こども福祉課

2026.6

各種制度や準備について

54 各種無料相談窓口主な手続き（離婚・配偶者死亡・未婚出産）
時間等は変更となる可能性があります。詳しくは各施設等のＷＥＢサイト等をご覧く
ださい。法律相談など一部の相談には時間制限がありますので、事実や自身の意向
などについて事前にメモなどに整理して持参されることをお勧めしています。

離婚、配偶者の死亡、婚姻によらない出産に関連する、それぞれの代表的な手続
きについてまとめています。
※人によって必要な手続きが異なります。また、順番が前後することがあります。
※手続きの詳細については、担当窓口・機関にご確認ください。 法律相談

項目名 担当・組織 電話番号 予約 時間（平日） 備考

１ 弁護士法律相談
（夫婦・男女関連）

富山市男女共同参画推進
センター 433-1760 要予約 ― 月１回（日程は市ホームページ

（No.1005055）に掲載）

２ 弁護士相談
（ひとり親家庭）

富山県富山市母子家庭等
就業・自立支援センター 432-4210 要予約 ― 毎月第３土曜日

10:30～12:00

３ 弁護士法律相談
（家事事件） 富山県弁護士会事務局 421-4811 要予約 ― 週１回

４ 弁護士法律相談
（一般） 市民協働相談課（富山市） 443-2045 要予約 ― 月数回（日程は市ホームペー

ジ（No.1012160）に掲載）

５ 法テラス富山 法テラス
（日本司法支援センター） 0570-078-351 要予約 9:00-17:00 WEBからの予約も可

公証人相談
項目名 担当・組織 電話番号 予約 時間（平日） 備考

6 公証相談（公正証書作成等
に関する相談） 市民協働相談課（富山市） 443-2045 要予約 ―

毎月第３金曜日
（日程は市ホームページ
（No.1012160）に掲載）

養育費
項目名 担当・組織 電話番号 予約 時間（平日） 備考

7 養育費や親子交流に関する
相談

養育費・親子交流相談支援
センター（こども家庭庁委
託事業）

0120-965-419
03-3980-4108

― 10:00-20:00
（水曜日以外）

水 曜日 12:00～22:00
土・祝日 10:00～18:00

夫婦・男女
項目名 担当・組織 電話番号 予約 時間（平日） 備考

8 女性臨床心理士による夫婦・
男女に関する悩み相談

富山市男女共同参画推進
センター 433-1760 要予約 ― 月１回（日程は市ホームページ

（No.1005055）に掲載）

9 ＤＶ相談（配偶者・パートナー
からの暴力）

富山市男女共同参画推進
センター 433-2210 要予約

（来所時） 10:00-18:15 受付時間は10:00～17:30

10 各種女性相談
（女性相談支援員） こども福祉課（富山市） 443-2055 ― 8:30-17:15

11 女性相談（電話・来所）
（女性相談支援員）

富山県女性相談支援センター
（配偶者暴力相談支援センター） 465-6722 要予約

（来所時） 8:30-17:15 ただし、ＤＶ電話相談の時間
は毎日8:30～22:00

12 家庭児童相談 こども健康課（富山市） 443-2038 ― 8:30-17:15

13 男女関係等の悩み相談 富山県民共生センター
サンフォルテ 432-6611 特別相談(※)

は要予約
9:00-16:00

（火曜日～土曜日）

※弁護士や臨床心理士による相
談や男性相談員による男性相談
は事前予約が必要

ひとり親
項目名 担当・組織 電話番号 予約 時間（平日） 備考

14 ひとり親各種相談
（ひとり親アテンダント） こども福祉課（富山市） 443-2055 ― 8:30-17:15

15 自立支援相談
（母子・父子自立支援員） こども福祉課（富山市） 443-2055 ― 8:30-17:15

仕事
項目名 担当・組織 電話番号 予約 時間（平日） 備考

16 職業相談・職業紹介・
資格取得など

富山県富山市母子家庭等
就業・自立支援センター 432-4210 ― 9:00-16:30

17 職業相談・職業紹介
（職業相談第２コーナー）

ハローワーク富山（富山公
共職業安定所） 431-9966 ― 8:30-17:15

18 職業相談・職業紹介
（マザーズコーナー）

ハローワーク富山（富山公
共職業安定所） 461-8617 ― 9:00-17:15

※富山市内の市外局番（076）は省略してあります。　※令和８年4月現在の内容です。

離婚
（婚姻の解消）

取り決め事項の協議

離婚届 死亡届 出生届

認知届

子の氏の変更許可申立

公正証書の作成
未婚であっても

取り決めを行うことが
できます

離婚の流れと
取り決め事項の

ページをご参照ください

子どもを自分の戸籍に
入れたい場合

転居

子の入籍届

調停の申立

住民異動届
（住所・世帯・世帯主変更）

年金分割の手続き 遺族年金の手続き

保育所等の入所・世帯変更の手続き（未就学児）

子どもの転校の手続き（小・中・高校）

 児童手当の手続き（受給者変更等） ※18歳以下の子ども

 児童扶養手当の手続き ※18歳以下の子ども

 ひとり親家庭等医療費助成の手続き ※18歳以下の子ども

運転免許証の記載事項変更

金融機関の通帳の名義変更

クレジットカード等の名義変更

国民年金の加入・変更

国民健康保険の加入・変更

健康保険（国民健康保険以外）の加入・変更（子の扶養など）

配偶者の死亡 婚姻によらない
出産（未婚出産）

離婚前

戸籍・
住所

年金・
健康保険

日常生活

学校等
関連

支援制度
関連

その他

市民課
戸籍について
☎ 443-2075
住所について
☎ 443-2050

富山公証人
合同役場
☎ 442-2700

（公正証書の作成の際は、
合意内容を予めまとめて
おく必要があります。）

富山家庭裁判所
☎ 421-8154

年金事務所等
（年金の種類によって異
なります。ご加入の年金
をご確認ください）

保険年金課
☎ 443-2065

こども保育課
☎ 443-2165

こども福祉課
☎ 443-2055

富山市役所

手続きの担当（色別）

※富山市内の市外局番（076）は
省略してあります。

1

現在通っている学校へ
お尋ねください。

このファイル全体に関するお問い合わせ

富山市こども福祉課
TEL. 076‐443‐2055



私的書面の作成
合意内容を書面でまとめます。

家庭裁判所の調停
離婚協議が成立しないときは、家庭裁判所に調停を申し立てます。離
婚調停の中で、財産分与、慰謝料、親権者に併せて、養育費・親子交
流の取り決めをします。
調停の申し立てについては、裁判所ウェブサイトを参照してください。

公正証書の作成
公証人役場で公正証書（強制執行認諾条項付）を作成します。合意内
容を予めまとめておく必要があります。

裁判による判決
調停でも離婚が成立しない場合は、離婚訴訟を提起できます。
裁判により、離婚、財産分与、慰謝料、親権者に併せて養育費、親子
交流の決定をします。

1 2

3

離婚の流れと取り決め事項 養育費・親子交流について

富山市のひとり親支援

　離婚に関連する夫婦間の取り決めや手続きは複雑かつ多岐にわたります。ここ
では主な取り決め事項と離婚までの大まかな流れについてご紹介します。

　養育費と親子交流は子どもの健やかな成長を支える車の両輪と言われています。
子どものことを第一に考えて誠実に話し合い、後からトラブルを避けるためにも合意
内容について文書（債務名義）を作成しましょう。

富山市では、国の制度である児童扶養手当などのほか独自のひとり親家庭の支援事業
を実施しています。詳細は、「ぷちっとギュッとガイド」やＷＥＢサイト「育さぽとやま」
をご覧ください。 （※）「ぷちっとギュッとガイド」はこども福祉課や各行政サービスセンターでも配布しています。

● 児童扶養手当
● ひとり親家庭等医療費助成
● 自立支援（資格取得の支援など）
● 子どもの学費支援（奨学金給付など）
● 母子父子寡婦福祉資金貸付
● 学習支援事業　など

・親権　※離婚届に記載が必要。
・お子さんの養育費（金額、支払方法、期間など）
・お子さんとの親子交流（頻度、場所、時間など）
・財産分与（土地建物、預貯金、生命保険、車など）
・年金分割
・別居期間中の生活費
・慰謝料

次ページを
ご覧ください

取り決め事項（主なもの）

離婚の流れと作成する文書について
　離婚は、取り決め事項の協議状況によって、主に（1）協議離婚、（2）調停離婚、（3）裁判離婚に区別され、取り決め
事項を記した文書はその区分によって異なります（①～④）。文書は離婚後に作成することも可能ですが、なるべく離婚
時に協議し、「債務名義」（※）を作成することをお勧めします。
（※）債務名義とは強制執行のために必要な文書です。次ページ「◎養育費の確保について」をご覧ください。

夫
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の
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議
（
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）
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議
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婚

調
停
離
婚

裁
判
離
婚

① 離婚協議書など
（債務名義でない）

③ 調停調書

② 公正証書
（強制執行認諾条項付）

④ 確定判決

協
議
成
立

協
議
不
成
立

［参考］養育費・親子交流相談支援センターパンフレット「養育費・親子交流」

債務名義

債務名義

債務名義

費用：数万円（弁護士費用を含まない場合）

費用：数千円～数万円（弁護士費用を含まない場合）

費用：数千円（弁護士費用を含まない場合）

養育費・親子交流相談支援センター（こども家庭庁委託事業）の WEB サイトに、
養育費や親子交流に関する様々な情報が掲載されています。（「養育費・親子交流相談支援センター」で検索）

養育費の確保について

富山市では養育費に関する公正証書などの債務名義作成の補助（最大３万円）を行っています。
詳細は、下記のＷＥＢサイトやチラシをご覧ください。！

養育費
養育費は子どもの監護や教育のために必要な費用です。親権者で
なくなったとしても、また、離婚原因に関係なく、親であれば支
払う義務があります。養育費の額は両親の合意により決まります
が、目安として「養育費算定表」が裁判所から公表されています。
〈取り決めの例〉
・ 子が 20 歳になるまで毎月X日に XX 口座に X 万円振り込む。
・ 大学等へ進学の際の負担については改めて協議する。　など

親子交流
親子交流とは、子どもと離れて暮らす父母が子ど
もと定期的、継続的に交流することです。親だけ
でなく子どもにとって最も良い親子交流のために、
両親の協力は不可欠です。
〈取り決めの例〉
・ 毎月 X 回、XX に迎えに行きX 時間面会する。　

など

ぷちっとギュッと
ガイド

育さぽとやま
（ひとり親家庭支援）

MEMO

※令和６年５月に成立した民法等の一部を改正する法律において親権や養育費、親子交流等に関する規定が見直されました。
　詳細は法務省HPをご確認ください。（この法律は令和８年４月１日に施行されました。）

法務省 HP

　民法改正により、養育費債権に「先取特権」と呼ばれる優先権が付与され、債務名義がなくても、養育費の取り決めの際に父母間
で作成した文書に基づいて、差し押さえの手続き申し立てることができるようになりました。（子一人当たり月額８万円の範囲内です。）
　また、離婚時に養育費の取り決めをしていなくても暫定的な養育費（子一人当たり月額２万円）を請求することができる制度が新設
されました。この暫定的な養育費の支払いがされない時は、差し押さえの手続きを申し立てることができます。（ただし、施行後発生
したものに適用されます。）
※この新設された制度は、令和８年４月１日以降に成立した離婚に適用されます。あくまでも養育費の取り決めをするまでの暫定的・補充的なものです。
こどもの健やかな成長を支えるためには、父母の協議や家庭裁判所の手続きにより、各自の収入などを踏まえた適正な額の養育費の取り決めをし
ていただくことが重要です。


